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医療機関勤務環境評価センター等における申請受付の開始について 

 

 日頃から、本県の保健医療行政の推進につき、格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

さて、令和６年４月１日から医師の時間外労働の上限規制の適用に関し、厚生労働省

医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推進室から、医療機関勤務環境評価センター

等における申請受付の開始について、ご連絡がありましたので、ご案内をいたします。 

 

 

記 

 

＜概 要＞ 

  医療機関勤務環境評価センター等における申請受付の開始 

 

 

＜医療機関勤務環境評価センター＞ 

 

１ 評価受審手続きについて 

  https://www.sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center/ 

 

  

２ 評価受審に関する資料集 

https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center/資料集/ 

 

 

（事務担当） 
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